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Ⅲ.４ 第Ⅱ期工事等における施設の撤去等に係る環境計測ガイドライン 

 

 

第１ ガイドラインの位置付け 

１．施設の撤去等に係る環境計測ガイドラインは、施設の撤去等の実施前後及び実施期間中

に行う環境計測（作業場あるいは施設の境界での環境調査）について、計測項目、計測頻

度等の指針を取りまとめたものである 

２．本ガイドラインをもとに「Ⅲ.4-1 第Ⅱ期工事等における施設の撤去等に係る環境計測マ

ニュアル」が整備され、同マニュアルをもとに施設の撤去等に係る環境計測が実施される

ものとする。 

［解  説］ 

施設の撤去等の実施前後及び実施期間中における環境への影響を把握するために排気、排水

（外部放流がある場合に限る）、騒音、振動、悪臭について計測を行う。 

施設の撤去等に係る環境計測ガイドラインは、作業場あるいは施設の境界において実施する

上記の環境計測の概要を取りまとめたものである。 

 

第２ ガイドラインの概要 

１．計測地点、計測項目、計測頻度は表１に示すとおりとする。 

２．評価基準は表２～表５に示すとおりとする。 

３．必要と認められる場合には、施設の撤去等に係る周辺環境モニタリングを実施する。 

４．本ガイドラインに定める計測項目及び評価基準は、関連法令の改正等にあわせ、必要に

応じ適宜見直すこととする。 

［解  説］ 

１．施設の撤去等に係る環境計測は表１に示すとおり行う。撤去等を行う施設等の規模、設置

場所、作業の内容等に応じて、計測項目等を簡略化して実施する。 

一方で、海上の土木構造物である専用桟橋については、濁度等を計測項目に追加して実施

する。 

また、計測の実施者は、法的資格を有する機関等とする。ただし、特殊な事項の計測及び

分析については、県の承認を受けた、他の適切な機関とする。 

２．排気、排水、騒音、振動、悪臭については、関係法令及び豊島廃棄物等処理施設撤去等事

業で定める「豊島における環境計測及び周辺環境モニタリングマニュアル」における基準を

踏まえた評価基準により評価を行うものとする。 

３．周辺環境モニタリングは、「環境計測及び周辺環境モニタリングの実施方針」に従って実施

されるが、必要と認められる場合には、これに加えて施設の撤去等に係る周辺環境モニタリ

ングとして、適切な時期に適切な箇所で実施することとする。 

４．関係法令の改正により規制項目が増加する等の状況が生じた場合には、本ガイドラインに

定めた計測項目および評価基準等は、適宜見直すこととする。 
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表１ 施設の撤去等に係る環境計測（高度排水処理施設） 

区分 計測地点 計測項目 
計測頻度 

実施前 実施期間中 実施後 

排水 排水口 

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類、ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物､ｼｱﾝ化
合物、有機燐化合物(ﾊﾟﾗﾁｵﾝ、ﾒﾁﾙﾊﾟﾗﾁｵ
ﾝ、ﾒﾁﾙｼﾞﾒﾄﾝ及び EPNに限る。)、鉛及び
その化合物、六価ｸﾛﾑ化合物、砒素及びそ
の化合物、水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水
銀化合物、ｱﾙｷﾙ水銀化合物、ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪ
ﾆﾙ、ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ、
四塩化炭素、1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ、1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁ
ﾚﾝ、ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀ
ﾝ、1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ、1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ、ﾁ
ｳﾗﾑ、ｼﾏｼﾞﾝ、ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ、ｾﾚﾝ及びその化
合物、ほう素及びその化合物、ふっ素及
びその化合物、ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜
硝酸化合物及び硝酸化合物、1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 

― ２回以上 ― 

騒音 施設の境界 L50、L5、L95、Leq １回 １回以上 １回 

振動 施設の境界 L50、L10、L90 １回 １回以上 １回 

悪臭 施設の境界 

ｱﾝﾓﾆｱ、ﾒﾁﾙﾒﾙｶﾌﾟﾀﾝ、硫化水素、硫化ﾒ
ﾁﾙ、二硫化ﾒﾁﾙ、ﾄﾘﾒﾁﾙｱﾐﾝ、ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋ
ﾄﾞ、ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ﾉﾙﾏﾙﾌﾞﾁﾙｱﾙﾃﾞﾋ
ﾄﾞ、ｲｿﾌﾞﾁﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ﾉﾙﾏﾙﾊﾞﾚﾙｱﾙﾃﾞﾋ
ﾄﾞ、ｲｿﾊﾞﾚﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ｲｿﾌﾞﾀﾉｰﾙ、酢酸ｴ
ﾁﾙ、ﾒﾁﾙｲｿﾌﾞﾁﾙｹﾄﾝ、ﾄﾙｴﾝ、ｽﾁﾚﾝ、ｷｼﾚ
ﾝ、ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸、ﾉﾙﾏﾙ酪酸、ﾉﾙﾏﾙ吉草
酸、ｲｿ吉草酸 

必要に応じて実施 

  



3 

 

表２ 排水の評価基準 

計測項目 評価基準値 備考 

ダイオキシン類 10pg-TEQ/L 
ダイオキシン類対策特別措置法

に基づく排出基準※１ 

その他（健康項目） 
（水質汚濁防止法に定め

る排水基準値） 

水質汚濁防止法に基づく 

排水基準※１ 

※１ ダイオキシン類対策特別措置法及び水質汚濁防止法の適用を受けない施設であるが、これらの

関係法令で定める値に準じた。 

 

表３ 騒音の評価基準 

項      目 
評価基準値 
（dB(A)） 

騒音規制法の規制基準 
（参考）（dB(A)）※ 

昼間（8:00～19:00） ７０ ７０ 

朝（ 6:00～ 8:00） 
夕（19:00～22:00） 

６５ ６５ 

夜間（22:00～6:00） ６０ ６０ 

※ 第４種区域（主として工業地域）の規制基準 

 

表４ 振動の評価基準 

項     目 
評価基準値 
（dB） 

振動規制法の規制基準 
（参考）（dB）※ 

昼間（ 8:00～19:00） ６５ ６５ 

夜間（19:00～ 8:00） ６０ ６０ 

※ 第２種区域（主として商業地域（住、商、工、混在地域を含む）、工業地域）の規制基準 
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表５ 悪臭の評価基準 

項目 
評価基準値 
（ppm） 

悪臭防止法の規制基準 
（参考）（ppm）※ 

アンモニア 2 2 

メチルメルカプタン 0.004 0.004 

硫化水素 0.06 0.06 

硫化メチル 0.05 0.05 

二硫化メチル 0.03 0.03 

トリメチルアミン 0.02 0.02 

アセトアルデヒド 0.1 0.1 

プロピオンアルデヒド 0.1 0.1 

ノルマルブチルアルデヒド 0.03 0.03 

イソブチルアルデヒド 0.07 0.07 

ノルマルバレルアルデヒド 0.02 0.02 

イソバレルアルデヒド 0.006 0.006 

イソブタノール 4 4 

酢酸エチル 7 7 

メチルイソブチルケトン 3 3 

トルエン 30 30 

スチレン 0.8 0.8 

キシレン 2 2 

プロピオン酸 0.07 0.07 

ノルマル酪酸 0.002 0.002 

ノルマル吉草酸 0.002 0.002 

イソ吉草酸 0.004 0.004 

※ Ｂ区域（主として商業地域（住、商、工、混在地域を含む））の規制基準 


